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第１編 総則

(目的)

第１条 この規程は、事件の受理、捜査、処理及び公判遂行等に関する事務の取扱

手続を規定し、これを取り扱う職員の職務とその責任を明確にし、もって事件に

関する事務の適正な運用を図ることを目的とする。

(検察総合情報管理ｼｽﾃﾑによる管理)

第２条 この規程による前条に規定する事件の受理、捜査、処理及び公判遂行等に

関する事務その他これに付随する事項(以下「事件事務」という。)については、

検察総合情報管理ｼｽﾃﾑ(以下「検察ｼｽﾃﾑ」という。)により管理する。

２ 検察ｼｽﾃﾑにより事件事務を管理する方法については、別に法務省刑事局長が定

める。

第２編 地方検察庁及び区検察庁における手続

第１章 事件の受理

(受理手続を行う場合)

第３条 事件の受理手続は、次の場合に行う。

(１) 刑事訴訟法(昭和２３年法律第１３１号。以下「刑訴法」という。)第２０

３条第１項、第２１１条、第２１６条、第２４２条、第２４５条又は第２４６

条の規定により司法警察員又は国税庁監察官(次条において「司法警察員等」

という。)から事件の送致又は送付を受けたとき。

(２) 他の検察庁の検察官から事件の送致を受けたとき。

(３) 少年法(昭和２３年法律第１６８号)第１９条第２項(同法第２３条第３項に

おいて準用する場合を含む。)、第２０条第１項又は第６２条第１項の規定に

より事件が検察官に送致されたとき。

(４) 検察官が告訴、告発、自首又は請求を受けたとき。

(５) 検察官が自ら犯罪を認知してその捜査に着手したとき。

(６) 不起訴処分又は中止処分に付した事件を再起するとき。

(７) 刑訴法第３２９条の規定による管轄違いの判決、刑訴法第３３８条第４号

若しくは第３５０条の１３第１項の規定による公訴棄却の判決又は刑訴法第３

３９条第１項第１号若しくは第４６３条の２第２項の規定による公訴棄却の決

定が確定したとき。

(８) 前に公訴の取消しをした事件につき刑訴法第３４０条又は第３５０条の２

６の規定により更に公訴を提起しようとするとき。

(事件記録の受領手続)

第４条 事件担当事務官(事件の受理及び処理等に関する事務その他これに付随する

事項を所管し、又は分担する検察事務官をいう。以下同じ。)は、前条第１号の

規定により事件を受理する場合には、事件記録・証拠品送致票(甲)(様式第１号)

又は事件記録・証拠品送致票(乙)(様式第２号)に押印し、証拠品のないときはこ



れを司法警察員等に返還し、証拠品のあるときはこれを事件記録及び証拠品と共

に証拠品担当事務官(証拠品事務規程(平成２年法務省刑総訓第２８７号大臣訓

令)第４条第１項に規定する証拠品担当事務官をいう。以下同じ。)に送付する。

２ 前項の規定にかかわらず、事件記録・証拠品送致票に代え、司法警察員等が作

成した電磁的記録と共に事件記録を受領する場合において、証拠品のないときは

司法警察員等に適宜の方法により受領した旨を通知し、証拠品のあるときは事件

記録及び証拠品を証拠品担当事務官に送付する。

３ 前条第２号の規定により事件を受理する場合において、証拠品のあるときは、

これを事件記録と共に証拠品担当事務官に送付する。

４ 第１項又は第２項の場合において、被疑者が逮捕中であるときは、速やかに逮

捕状又は現行犯人逮捕手続書に送致を受けた年月日時等必要事項を記入して記名

押印する。

(事件受理の管理)

第５条 事件担当事務官は、事件を受理したときは、検察ｼｽﾃﾑによりその旨を管理

するとともに、次の表に掲げる区別に従い、事件番号を事件記録表紙等に記入す

る。

受理の事由 事件番号の記入箇所

第３条第１号 送致(付)書の所定欄

同条第２号 移送 書 (甲 ) (様 式 第 ３ 号 )又 は 移 送 書 (乙 ) (様 式 第 ４ 号 )

同条第３号 家庭裁判所で添付した送付書

同条第４号 直受事件表紙(様式第５号)を付し、その所定欄

同条第５号か 認知・再起事件表紙(様式第６号)を付し、その所定欄

ら第８号まで

２ 事件番号は、第３条各号の所定の事由が生じるごとに、被疑者１名につき１番

号を付し、暦年ごとに改める。この場合において、第３条第２号、第３号、第６

号、第７号又は第８号に掲げる事由により受理手続をするときは、その事件が処

理されたときに被疑者に付されていた事件番号の数に応じた事件番号を付するも

のとする。

３ 被疑者の数が不明である事件については、その人員を１名として番号を付し、

後に被疑者の数が判明した場合において、その数が２名以上であるときは、その

１名を超える人員については、第３条第５号に掲げる事由があるものとして、新

たに受理手続をするものとする。

４ 事件番号は、「 年検第 号」と呼称する。



第２章 捜査

第１節 通則

(担当事件の管理)

第６条 検察官は、検察ｼｽﾃﾑにより、捜査を担当する事件を適切に管理しておかな

ければならない。

２ 検察官は、他の検察官に事件の引継ぎをするときは、速やかにその旨を事件担

当事務官に通知するものとする。

第２節 捜査の端緒

(検視)

第７条 司法警察職員から検察官に対して変死者又は変死の疑いのある死体を発見

した旨の報告があったときは、検察官又は検察事務官は、変死体発見受理報告書

(様式第７号)を作成する。

２ 検察官が検視をしたときは、検視調書(様式第８号)を作成する。検察事務官が

検察官の命により検視をしたときも、同様とする。

(告訴・告発・自首)

第８条 検察官が口頭の告訴若しくは告発又はそれらの取消しを受けて調書を作成

するときは、告訴・告発(取消)調書(様式第９号)による。自首を受けて調書を作

成するときは、自首調書(様式第１０号)による。

２ 検察官が刑訴法第２３４条の規定により告訴をすることができる者を指定する

ときは、告訴人指定書(様式第１１号)を作成し、その謄本を指定された者に交付

する。

第３節 任意捜査

(供述調書)

第９条 検察官又は検察事務官が被疑者の供述を録取するときは、供述調書(甲)(様

式第１２号)による。被疑者以外の者の供述を録取するときは、供述調書(乙)(様

式第１３号)による。

(鑑定の嘱託)

第１０条 検察官又は検察事務官が刑訴法第２２３条第１項の規定により鑑定の嘱

託をするときは、鑑定嘱託書(甲)(様式第１４号)による。刑訴法第２２５条の規

定による鑑定処分許可状を得るときは、鑑定嘱託書(乙)(様式第１５号)による。

(捜査関係事項の照会)

第１１条 検察官又は検察事務官が刑訴法第１９７条第２項の規定により照会する

ときは、他に特別の定めのある場合を除き、捜査関係事項照会書(様式第１６号)

による。

(保全要請等)

第１２条 検察官又は検察事務官が刑訴法第１９７条第３項の規定によって通信履

歴の電磁的記録を消去しないよう求めるときは、保全要請書(様式第１７号)によ



る。

２ 前項の規定による求めの全部又は一部の取消しを書面でするときは、保全要請

取消書(様式第１８号)による。

３ 第１項の場合において、刑訴法第１９７条第４項の規定により消去しないよう

求める期間の延長の通知を書面でするときは、保全要請期間延長通知書(様式第

１９号)による。

(領置)

第１３条 検察官又は検察事務官が任意に提出された物を刑訴法第２２１条の規定

により領置するときは、提出者から任意提出書(様式第２０号)を徴した上、領置

調書(甲)(様式第２１号)を作成する。

２ 前項の場合において、刑訴法第２２２条第１項において準用する刑訴法第１２

０条の規定により押収品目録を交付するときは、押収品目録交付書(様式第２２

号)による。

３ 刑訴法第２２１条の規定により遺留物を領置したときは、領置調書(乙)(様式第

２３号)を作成する。

４ 第１項又は前項により証拠品を領置したときは、証拠金品総目録を作成し、直

ちに還付又は仮還付する場合を除き、速やかにこれを領置調書及び証拠品ととも

に証拠品担当事務官に送付する。

(実況見分)

第１４条 検察官又は検察事務官が実況見分をしたときは、実況見分調書(様式第２

４号)を作成する。

(捜査の嘱託)

第１５条 検察官が他の検察庁の検察官に捜査の嘱託をするときは、他に特別の定

めのある場合を除き、捜査嘱託書(様式第２５号)による。この場合において、急

速を要するときは、適宜の方法によることができる。

第４節 逮捕

(逮捕状等の請求)

第１６条 検察官が刑訴法第１９９条第２項に規定する逮捕状の請求をするとき

は、逮捕状請求書(甲)(様式第２６号)による。この場合において、検察官が刑訴

法第２０１条の２第１項の規定による請求をするときは、逮捕状に代わるものの

交付請求書(様式第２６号の２)による。

２ 検察官又は検察事務官が刑訴法第２１０条第１項の規定により逮捕状の請求を

するときは、逮捕状請求書(乙)(様式第２７号)による。

３ 検察官又は検察事務官が前２項の請求をするときは、令状担当事務官(令状の請

求及び執行に関する事務その他これに付随する事項を所管し、又は分担する検察

事務官をいう。以下同じ。)は、令状請求処理簿(様式第２８号)に所定の事項を

登載する。



４ 逮捕状が発せられたときは、令状担当事務官は、令状請求処理簿に所定の事項

を記入し、逮捕状を請求者に交付する。刑訴法第２０１条の２第２項の規定によ

る逮捕状に代わるものの交付があったときも、同様とする。

５ 検察官は、司法警察職員が検察官を経由して逮捕状請求又は逮捕状に代わるも

のの交付請求の手続をしたときは、その内容を審査した上、請求書に押印する。

この場合においては、令状担当事務官は、請求の結果を明らかにしておかなけれ

ばならない。

(引致の場所の変更手続)

第１７条 逮捕に着手する前に逮捕状又は逮捕状に代わるものに記載された引致場

所を変更する必要が生じたときは、検察官は、引致場所変更請求書(様式第２９

号)により裁判官に対してその変更を求める。この場合には、逮捕状及び逮捕状

に代わるものを提出しなければならない。

(逮捕手続書)

第１８条 検察官又は検察事務官が、逮捕状又は逮捕状に代わるものを示して被疑

者を逮捕したときは、通常逮捕手続書(甲)(様式第３０号)を作成する。

２ 急速を要したため被疑者に対し被疑事実の要旨及び逮捕状が発せられている旨

を告げてこれを逮捕したときは、通常逮捕手続書(乙 )(様式第３１号)を作成す

る。逮捕状に代わるものの交付があった場合において、急速を要したため被疑者

に対し逮捕状に記載された個人特定事項のうち当該逮捕状に代わるものに記載が

ないものを明らかにしない方法により被疑事実の要旨を告げるとともに、逮捕状

が発せられている旨を告げてこれを逮捕したときも、同様とする。

３ 検察官又は検察事務官が刑訴法第２１０条の規定により被疑者を逮捕したとき

は、緊急逮捕手続書(様式第３２号)を作成する。

４ 検察官又は検察事務官が現行犯人を逮捕したときは、現行犯人逮捕手続書(甲)

(様式第３３号)を作成する。刑訴法第２１４条の規定により現行犯人の引渡しを

受けたときは、現行犯人逮捕手続書(乙)(様式第３４号)を作成する。

(逮捕後の仮留置)

第１９条 逮捕された被疑者を護送する場合において、仮に最寄りの刑事施設に留

置するときは、刑事施設職員(刑事施設の長又はその指名する刑事施設の職員を

いう。以下同じ。 )に対し逮捕状を示してその留置を求める。この場合におい

て、その逮捕が現行犯逮捕であるとき、その逮捕が刑訴法第２１０条の規定によ

るものであっていまだ逮捕状が発せられていないとき、並びにその逮捕が急速を

要したため被疑者に対し被疑事実の要旨及び逮捕状が発せられている旨を告げて

したものであるときは、逮捕手続書を示せば足りる。

２ 逮捕された被疑者の引致後若しくは送致後においてその被疑者を刑事施設に留

置するとき、又は検察官が逮捕した被疑者を刑事施設に留置するときも、前項と

同様とする。ただし、勾留の請求をした場合は、この限りでない。



(弁解録取書)

第２０条 検察官が刑訴法第２０４条第１項の規定により被疑者に弁解の機会を与

えたときは、弁解録取書(様式第３５号)を作成する。

(勾留請求前の釈放通知)

第２１条 検察官が刑訴法第２０３条第１項(刑訴法第２１１条及び第２１６条にお

いて準用する場合を含む。)の規定により送致された被疑者を勾留の請求をしな

いで釈放したときは、釈放通知書(甲)(様式第３７号)により、被疑者を送致した

司法警察員に対してその旨を通知する。

２ 逮捕された被疑者の引致若しくは送致を受けた後その被疑者を刑事施設に留置

した場合又は検察官が逮捕した被疑者を刑事施設に留置した場合において、勾留

の請求をしないで釈放するときは、釈放通知書(乙)(様式第３８号)により、被疑

者が留置されている刑事施設の長に対して釈放すべき旨の通知をする。この場合

には、前項の通知は必要としない。

３ 第６１条第２項及び別表により起訴状に「逮捕中求令状」と表示して逮捕の基

礎となった事実と同一でない事実について公訴を提起した場合における逮捕中の

被疑者の釈放手続は、発せられた勾留状の執行指揮をした後に行う。この場合に

おける釈放通知書(甲)又は釈放通知書(乙)には、備考欄に勾留状により勾留する

旨を記入する。

(逮捕の嘱託)

第２２条 逮捕状による逮捕を他の検察庁の検察官に嘱託するときは、逮捕・令状

執行等嘱託書(様式第３９号)による。

第５節 被疑者の勾留

(勾留等の請求)

第２３条 検察官が被疑者の勾留の請求をするときは、勾留請求書(様式第４０号)

による。この場合において、検察官が刑訴法第２０７条の２第１項の規定による

請求をするときは、勾留状に代わるものの交付等請求書(様式第４０号の２)によ

る。

２ 検察官が少年法第４３条第１項の規定による観護の措置の請求をするときは、

観護措置請求書(様式第４１号)による。この場合において、検察官が刑事訴訟規

則(昭和２３年最高裁判所規則第３２号。以下「刑訴規則」という。)第２７８条

の２第１項の規定による請求をするときは、観護状に代わるものの交付等請求書

(様式第４１号の２)による。

３ 検察官が前２項の請求をするときは、令状担当事務官は、検察ｼｽﾃﾑにより当該

請求に関する事項を管理するとともに、勾留等請求逓付票(様式第４２号)を作成

する。

(勾留状等の交付)

第２４条 勾留状又は観護状が発せられたときは、令状担当事務官は、検察ｼｽﾃﾑに



より当該勾留状等の発付に関する事項を管理するとともに、勾留状又は観護状に

検察官の指揮印を受けて、執行すべき者に交付する。観護状が発せられた場合に

おいて、少年法第１７条の４第１項に定める決定があったときは、その決定の執

行についても検察官の指揮印を受けなければならない。

２ 前項の場合において、刑訴法第２０７条の２第２項の規定による勾留状に代わ

るもの又は刑訴規則第２７８条の２第２項の規定による観護状に代わるものの交

付があったときは、令状担当事務官は、検察ｼｽﾃﾑにより当該勾留状に代わるもの

等の交付に関する事項を管理するとともに、前項の勾留状又は観護状の交付と同

時に、勾留状に代わるもの又は観護状に代わるものを執行すべき者に交付する。

３ 第２２条の規定は、第１項の令状の執行を嘱託する場合に準用する。

(勾留状等執行後の仮留置)

第２５条 前条第１項の令状の執行を受けた被疑者を護送する場合において、仮に

最寄りの刑事施設に留置するときは、刑事施設職員に対し令状を示してその留置

を求める。ただし、その執行が刑訴法第７３条第３項の規定による執行であって

令状を示すことができないときは、令状の発せられている事実を証する書面を示

せば足りる。

(勾留請求済みの証明)

第２６条 逮捕中の被疑者について勾留の請求をした場合において、刑事施設に留

置するときは、勾留請求済証明書(様式第４３号)を刑事施設職員に交付して留置

を求める。

２ 前項の規定は、逮捕中の被疑者について観護の措置を請求した場合に準用す

る。

(被疑者に対する個人特定事項の通知)

第２６条の２ 刑訴法第２０７条の３第１項の規定による個人特定事項の全部又は

一部を被疑者に通知する旨の裁判があったときは、令状担当事務官は、検察ｼｽﾃﾑ

により当該裁判に関する事項を管理するとともに、裁判書の原本又は謄本に検察

官の指揮印を受ける。この場合において、個人特定事項の全部を通知する旨の裁

判があったときは勾留状及び裁判書の原本又は謄本を、個人特定事項の一部を通

知する旨の裁判があったときは刑訴法第２０７条の３第３項の規定による勾留状

に代わるもの及び裁判書の原本又は謄本を、それぞれ執行すべき者に交付する。

２ 前項の規定は、刑訴規則第２７８条の３第１項の規定による個人特定事項の全

部又は一部を少年に通知する旨の裁判があったときに準用する。この場合におい

て、前項中「被疑者」とあるのは「少年」と、「勾留状」とあるのは「観護状」

と、「刑訴法第２０７条の３第３項の規定による勾留状に代わるもの」とあるの

は「刑訴規則第２７８条の３第３項の規定による観護状に代わるもの」と読み替

えるものとする。

(勾留状等の謄本の弁護人への交付の請求等)



第２６条の３ 検察官が刑訴規則第１５０条の５第４項の規定により通知するとき

は、勾留状・観護状・鑑定留置状の謄本交付請求に係る通知書(様式第４３号の

２)による。

２ 前項の規定は、刑訴規則第２８１条において準用する刑訴規則第１５０条の５

第４項の規定により通知する場合について準用する。

(勾留期間の延長請求)

第２７条 検察官が被疑者の勾留期間の延長の請求をするときは、勾留期間延長請

求書(様式第４４号)による。

２ 検察官が前項の請求をするときは、令状担当事務官は、検察ｼｽﾃﾑにより当該請

求に関する事項を管理するとともに、勾留期間延長請求逓付票(様式第４５号)を

作成する。

３ 第１項の請求に対し延長の裁判があったときは、令状担当事務官は、検察ｼｽﾃﾑ

により当該裁判に関する事項を管理するとともに、速やかに勾留状に検察官の押

印を受けて、被疑者が収容されている刑事施設の長に送付する。刑訴法第２０７

条の２第２項又は刑訴法第２０７条の３第３項の規定による勾留状に代わるもの

の交付があった事件について延長の裁判があったときは、勾留状に代わるものを

も被疑者が収容されている刑事施設の長に送付する。

(接見等禁止決定の請求)

第２８条 検察官が被疑者と刑訴法第３９条第１項に規定する者以外の者との接見

等を禁止する決定を請求するときは、接見禁止等請求書(様式第４６号)による。

２ 検察官が前項の請求をするときは、令状担当事務官は、検察ｼｽﾃﾑにより当該請

求に関する事項を管理するとともに、接見禁止等請求逓付票(様式第４７号)を作

成する。

３ 第１項の決定があったときは、令状担当事務官は、検察ｼｽﾃﾑにより当該決定に

関する事項を管理するとともに、決定書の原本又は謄本に検察官の指揮印を受け

て、被疑者が収容されている刑事施設の長に送付する。

４ 検察官が第１項の決定の取消しを請求するときは、接見禁止等取消請求書(様式

第４８号)による。この場合においては、前２項の規定を準用する。

(接見等の指定)

第２９条 検察官又は検察事務官が刑訴法第３９条第３項の規定により、同条第１

項の接見等に関し、その日時、場所及び時間を書面で指定するときは、指定書

(様式第４９号)による。

(鑑定留置)

第３０条 検察官又は検察事務官が鑑定留置の処分の請求をするときは、鑑定留置

請求書(様式第５０号)による。この場合において、検察官又は検察事務官が刑訴

法第２２４条第３項において読み替えて準用する刑訴法第２０７条の２第１項の

規定による請求をするときは、鑑定留置状に代わるものの交付等請求書(様式第



５０号の２)による。

２ 留置期間の延長又は短縮を必要と認めるときは、鑑定留置期間延長・短縮請求

書(様式第５１号)を裁判官に送付する。

３ 検察官又は検察事務官が前２項又は第８項の請求をするときは、令状担当事務

官は、鑑定留置請求逓付票(様式第５２号)を作成する。

４ 鑑定留置状が発せられたときは、令状担当事務官は、鑑定留置状に検察官の指

揮印を受けて、執行すべき者に交付する。

５ 前項の場合において、刑訴法第２２４条第３項において読み替えて準用する刑

訴法第２０７条の２第２項の規定による鑑定留置状に代わるものの交付があった

ときは、令状担当事務官は、前項の鑑定留置状の交付と同時に、鑑定留置状に代

わるものを執行すべき者に交付する。

６ 第２２条の規定は、鑑定留置状の執行を嘱託する場合に準用する。

７ 留置期間の延長又は短縮の決定があったときは、令状担当事務官は、決定書に

検察官の指揮印を受けて、執行すべき者に交付する。

８ 検察官が鑑定留置の処分の取消しを請求するときは、鑑定留置取消請求書(様式

第５３号)による。

９ 刑事施設に勾留中の被疑者を病院その他の相当な場所に留置するときは、検察

官は、鑑定留置のための釈放指揮書(様式第５４号)によりその者が収容されてい

る刑事施設の長に対して釈放を指揮する。

１０ 留置期間の満了又は留置の取消決定により被疑者を刑事施設に収容するとき

は、検察官は、留置期間満了・留置処分取消しによる収容指揮書(様式第５５号)

により検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員及び刑事施設の長に対して収

容を指揮する。この指揮書には、勾留状の謄本又は勾留状に代わるもの及び鑑定

留置状の謄本若しくは鑑定留置状に代わるもの(留置期間の延長又は短縮の決定

があったときは、鑑定留置状の謄本又は鑑定留置状に代わるもの及びその決定謄

本)又は留置処分取消決定の謄本を添付する。

１１ 前項の規定により収容すべき被疑者が他の検察庁の管轄区域内に留置されて

いる場合において、その検察庁の検察官に収容指揮を嘱託するときは、収容指揮

嘱託書(甲)(様式第５６号)による。この嘱託書には、留置期間満了・留置処分取

消しによる収容指揮書に添付すべき書類を添付する。

１２ 刑訴法第２２４条第３項において準用する刑訴法第２０７条の３第１項の規

定による個人特定事項の全部又は一部を被疑者に通知する旨の裁判があったとき

は、令状担当事務官は、裁判書の原本又は謄本に検察官の指揮印を受ける。この

場合において、個人特定事項の全部を通知する旨の裁判があったときは鑑定留置

状及び裁判書の原本又は謄本を、個人特定事項の一部を通知する旨の裁判があっ

たときは刑訴法第２２４条第３項において読み替えて準用する刑訴法第２０７条

の３第３項の規定による鑑定留置状に代わるもの及び裁判書の原本又は謄本を、



それぞれ執行すべき者に交付する。

１３ 第１項から前項までの手続をしたときは、令状担当事務官は、その都度、検

察ｼｽﾃﾑにより鑑定留置に関する事項を管理する。

１４ 第２６条の３第１項の規定は、刑訴規則第１５８条の８において読み替えて

準用する刑訴規則第１５０条の５第４項の規定により通知する場合について準用

する。

(勾留中の被疑者の管理)

第３１条 被疑者が勾留されている事件(勾留執行停止により釈放されている場合を

含む。)を第３条第２号により受理したとき、又は被疑者に対し少年法第１７条

第１項第２号の措置がとられている事件を第３条第２号若しくは第３号により受

理したときは、令状担当事務官は、検察ｼｽﾃﾑにより勾留中の被疑者に係る事項を

管理する。

２ 勾留中の被疑者について拘禁上の異動等が生じたときは、令状担当事務官は、

検察ｼｽﾃﾑによりその旨を管理する。

(勾留期間の満了通知)

第３２条 刑訴法第２０８条若しくは第２０８条の２又は少年法第４４条第３項に

定める期間が満了するときは、令状担当事務官は、あらかじめその旨を事件担当

の検察官に通知するよう努めなければならない。

(被疑者の移送)

第３３条 検察官が勾留中の被疑者を他の刑事施設に移すときは、移送指揮書(甲)

(様式第５７号)により、裁判官の同意を得た上、その者が収容されている刑事施

設の長に対して移送の指揮をする。

(移送指揮の嘱託及び受託)

第３４条 前条の規定により移送すべき被疑者が他の検察庁の管轄区域内にある刑

事施設に収容中である場合において、その検察庁の検察官に移送指揮を嘱託する

ときは、移送指揮嘱託書(様式第５８号)による。移送指揮嘱託書には、移送同意

請求書(様式第５９号)により移送について裁判官の同意を得た上、これを添付す

る。

２ 前項の規定により移送指揮の嘱託をするときは、令状担当事務官は、検察ｼｽﾃﾑ

によりその旨を管理する。

３ 第１項による移送指揮の嘱託があったときは、移送指揮書(甲)により被疑者が

収容されている刑事施設の長に対して移送の指揮をする。当該移送指揮書には、

移送同意請求書を添付する。

(移送後の通知)

第３５条 被疑者を移送したときは、検察官は、移送通知書(様式第６０号)により

刑訴規則第８０条第２項に定める裁判所及び弁護人等に対して速やかに通知す

る。この場合において、その移送が嘱託に基づいてなされたときは、嘱託をした



検察官が通知する。

(受刑者の移送)

第３６条 検察官は、捜査のため受刑者を移送する必要があるときは、移送依頼書

(様式第６１号)により受刑者が収容されている刑事施設(少年法第５６条第３項

の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下

この条において同じ。)の長に対して移送を依頼する。

２ 受刑者を移送した後、その刑事施設に収容する必要がなくなったときは、受刑

者取調べ等終了通知書(様式第６２号)により刑事施設の長に対してその旨を通知

する。

(検証現場等への護送)

第３７条 検察官は、捜査のため勾留中の被疑者又は被告人を検証等に立ち会わせ

る必要があるときは、護送指揮書(様式第６３号)によりその者が収容されている

刑事施設の長に対してその者を現場に護送するよう指揮する。

(勾留請求後の被疑者の釈放)

第３８条 刑訴法第２０７条第５項ただし書の裁判があったときは、検察官は、裁

判官からの通知に基づき被疑者を釈放する。この場合においては、第２１条第１

項及び第２項の規定を準用する。

(勾留中の被疑者の釈放)

第３９条 検察官が刑訴法第２０７条の規定により勾留された被疑者を釈放すると

きは、釈放指揮書(様式第６４号)によりその者が収容されている刑事施設の長に

対して釈放の指揮をする。

２ 第６１条第２項及び別表により起訴状に「勾留中求令状」と表示して公訴を提

起した場合における勾留中の被疑者の釈放手続は、新たに発せられた勾留状の執

行指揮をした後に行う。この場合における釈放指揮書には、備考欄に新勾留状に

より引き続き勾留する旨を記入する。

３ 被疑者の釈放手続が行われたときは、検察官又は令状担当事務官は、その旨及

びその年月日を勾留状の欄外に記入し押印する。

(生活環境調整の通知)

第３９条の２ 検察官は、勾留中の被疑者であって、検察官が罪を犯したと認めた

ものについて、更生保護法(平成１９年法律第８８号)第８３条の２第１項の規定

による調整を行う必要があると認める場合であって、その者がこれを希望すると

きは、勾留中の生活環境調整に関する通知書(様式第６４号の２)により、その旨

及びその者に対する調整の必要性に関する意見その他参考となる事項を当該検察

官が所属する検察庁の所在地を管轄する保護観察所の長に対して通知する。

(観護措置の取消しの請求)

第４０条 検察官が少年法第４４条第１項の規定による被疑者の観護措置の取消し

の請求をするときは、観護措置取消請求書(様式第６５号)による。



(勾留の執行停止の申立て)

第４１条 検察官が被疑者の勾留の執行停止を求めるときは、勾留執行停止申立書

(様式第６６号)による。

(勾留取消し等による被疑者の釈放)

第４２条 第３９条第１項の規定は、勾留の取消し、勾留の執行停止又は観護の措

置の取消しの決定により被疑者を釈放する場合に準用する。

(釈放指揮の嘱託)

第４３条 被疑者の釈放指揮を他の検察庁の検察官に嘱託するときは、釈放指揮嘱

託書(様式第６７号)による。この場合において、急速を要するときは、適宜の方

法によることができる。

２ 前項の規定により釈放指揮の嘱託をするときは、令状担当事務官は、検察ｼｽﾃﾑ

によりその旨を管理する。

(勾留執行停止決定による釈放の通知)

第４４条 勾留執行停止決定により被疑者を釈放したときは、令状担当事務官は、

保釈・勾留執行停止釈放通知書(様式第６８号)により被疑者の帰住地を管轄する

警察署の長に対してその旨を通知する。

２ 前項の通知をした被疑者が住居を変更したときは、前項の手続に準じその旨を

通知する。この場合においては、さきに通知した先に対しては、適宜の方法によ

り速やかに住居を変更した旨を通知する。

３ 被疑者の釈放が嘱託に基づいてなされたときは、第１項の通知の手続は、嘱託

をした検察官の属する検察庁の令状担当事務官が行う。

(勾留執行停止の取消しの請求)

第４５条 検察官が被疑者の勾留執行停止の取消しの請求をするときは、保釈・勾

留執行停止取消請求書(様式第６９号)による。

(被疑者の収容)

第４６条 勾留の執行停止を取り消す決定又は勾留の執行停止期間の満了により被

疑者を収容するときは、検察官は、収容指揮書(甲)(様式第７０号)により検察事

務官、司法警察職員又は刑事施設職員及び刑事施設の長に対して収容を指揮す

る。

２ 前項の収容指揮書(甲)には、勾留状の謄本又は勾留状に代わるもの及び勾留の

執行停止を取り消す決定の謄本(勾留執行停止期間満了のときは、勾留執行停止

決定の謄本)を添付する。

３ 刑訴法第９８条第２項に規定する指揮を書面でするときは、収容指揮書(乙)(様

式第７１号)による。

(収容指揮の嘱託)

第４７条 前条の規定により収容すべき被疑者が他の検察庁の管轄区域内に現在す

る場合において、その検察庁の検察官に収容指揮を嘱託するときは、収容指揮嘱



託書(乙)(様式第７２号)による。この場合において、刑訴法第９８条第２項に規

定する指揮の嘱託については、適宜の方法によることができる。

２ 前項の収容指揮嘱託書(乙)には、前条第２項の規定により収容指揮書(甲)に添

付すべき書類を添付する。この場合において、必要があるときは、指紋、写真そ

の他被疑者を特定するに足りる資料を併せて添付する。

３ 第１項後段の規定により嘱託をしたときは、前項の添付書類を速やかに嘱託先

の検察庁の検察官又は収容すべき刑事施設の長に送付する。

４ 第１項の規定により収容指揮の嘱託をするときは、令状担当事務官は、検察ｼｽﾃ

ﾑによりその旨を管理する。

(収容後の通知)

第４８条 被疑者を収容したときは、令状担当事務官は、保釈者・勾留執行停止者

収容通知書(様式第７３号)により第４４条第１項又は第２項の規定により釈放通

知をした警察署の長に対してその旨を通知する。この場合において、その収容が

嘱託に基づいてなされたときは、嘱託をした検察官の属する検察庁の令状担当事

務官が通知する。

(少年の収容等)

第４９条 検察官が少年審判規則(昭和２３年最高裁判所規則第３３号)第２４条の

３第１項の規定により少年の収容場所又は留置場所について同意を請求するとき

は、少年収容場所等同意請求書(様式第７４号)による。

２ 少年法第２０条第１項の規定により家庭裁判所から少年鑑別所に収容中の少年

(同法第１７条の４第１項の規定により少年院又は刑事施設に収容中の少年を含

む。)の事件の送致があったときは、検察官は、少年収容等指揮書(様式第７４

号)により検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員及び刑事施設の長又は留

置業務管理者に対して当該少年の収容又は留置を指揮する。同法第１９条第２項

(同法第２３条第３項において準用する場合を含む。)又は第６２条第１項の規定

による送致があったときも、同様とする。

３ 前項の規定により少年を収容し、又は留置したときは、検察官は、刑訴規則第

８０条第２項に定める裁判所及び弁護人等に対して速やかに少年収容等通知書

(様式第７５号)により通知する。

(監督者の解任請求)

第４９条の２ 被疑者の勾留の執行停止をする場合において選任された監督者につ

いて、検察官が刑訴法第９８条の８第１項の規定により当該監督者の解任を請

求するときは、監督者解任請求書(様式第７５号の２)による。

第６節 差押え、捜索及び検証

(差押許可状等の請求)

第５０条 検察官又は検察事務官は、刑訴法第２１８条第４項の規定に基づき次の

各号に掲げる請求をする場合には、当該各号に定める書面による。



(１ ) 差押え、捜索又は検証の許可状の請求 差押・捜索・検証許可状請求書(様

式第７６号)

(２) 記録命令付差押許可状の請求 記録命令付差押許可状請求書(様式第７７号)

(３) 身体検査令状の請求 身体検査令状請求書(様式第７８号)

２ 第１６条第３項から第５項までの規定は、差押え、捜索若しくは検証の許可

状、記録命令付差押許可状又は身体検査令状を請求する場合に準用する。

(差押調書の作成等)

第５１条 検察官又は検察事務官は、次の各号に掲げる処分をしたときは、当該各

号に定める書面を作成し、これに押収品目録(様式第７９号)を添付する。

(１) 刑訴法第２１８条第１項の規定による差押え 差押調書(甲)(様式第８０号)

(２) 刑訴法第２１８条第１項の規定による記録命令付差押え 記録命令付差押調

書(様式第８１号)

(３) 刑訴法第２２０条第１項第２号の規定による差押え 差押調書(乙)(様式第

８２号)

２ 第１３条第２項及び第４項の規定は、前項各号に掲げる処分をした場合に準用

する。この場合において、第１３条第４項中「還付又は仮還付」とあるのは、

「還付、仮還付又は刑訴法第２２２条第１項において準用する刑訴法第１２３条

第３項の規定による交付」と読み替えるものとする。

(捜索調書の作成等)

第５２条 検察官又は検察事務官は、刑訴法第２１８条第１項の規定により捜索を

したときは捜索調書(甲)(様式第８３号)を、刑訴法第２２０条第１項第２号の規

定により捜索をしたときは捜索調書(乙)(様式第８４号)を、同項第１号の規定に

より被疑者の捜索をしたときは被疑者捜索調書(様式第８５号)を作成する。この

場合において、逮捕手続書に同号の規定により被疑者の捜索をした旨及び捜索の

立会人を記載したときは、被疑者捜索調書の作成を省略することができる。

２ 前項の場合において、刑訴法第２２２条において準用する刑訴法第１１９条の

規定により証明書を交付するときは、捜索証明書(様式第８６号)による。

(捜索差押調書の作成等)

第５３条 検察官又は検察事務官が捜索及び差押えを同時に行った場合に作成すべ

き調書は、前２条の規定にかかわらず、当該捜索及び差押えが刑訴法第２１８条

第１項の規定によるか、刑訴法第２２０条第１項第２号の規定によるかの区別に

従い、捜索差押調書(甲)(様式第８７号)又は捜索差押調書(乙)(様式第８８号)に

よることができる。

(検証調書等の作成)

第５４条 検察官又は検察事務官は、刑訴法第２１８条第１項の規定により検証を

したときは検証調書(甲)(様式第８９号)を、刑訴法第２２０条第１項第２号の規

定により検証をしたときは検証調書(乙)(様式第９０号)を作成する。身体の検査



をしたときは、この区別に準じ、身体検査調書(甲)(様式第９１号)又は身体検査

調書(乙)(様式第９２号)を作成する。

２ 刑訴法第２２２条第７項の規定により身体の検査を拒んだ者に対する過料の処

分又は賠償命令を請求するときは、過料処分等請求書(様式第９３号)による。

(差押え等の嘱託)

第５５条 第２２条の規定は、令状による差押え、捜索、検証、記録命令付差押え

又は身体検査を他の検察庁の検察官に嘱託する場合に準用する。

第７節 その他の強制捜査

(鑑定処分許可の請求)

第５６条 検察官又は検察事務官が刑訴法第２２５条第２項に規定する鑑定処分の

許可の請求をするときは、鑑定処分許可請求書(様式第９４号)による。

２ 第１６条第３項から第５項までの規定は、鑑定処分の許可を請求する場合に準

用する。

３ 第１項の請求をした検察官又は検察事務官は、許可状を鑑定嘱託書とともに鑑

定を嘱託すべき者に交付する。

(証人尋問の請求)

第５７条 検察官が刑訴法第２２６条又は第２２７条第１項の規定により証人尋問

の請求をするときは、証人尋問請求書(様式第９５号)による。

第８節 捜査の共助

(捜査受託)

第５８条 第１５条、第２２条又は第５５条の規定による嘱託を受けたときは、共

助事件簿(様式第９６号)に所定の事項を登載して、速やかにその手続をする。

２ 第２４条第３項、第３０条第６項、第１１項、第３４条、第４３条又は第４７

条第１項の規定による嘱託を受けたときは、検察ｼｽﾃﾑによりその旨を管理すると

ともに、速やかにその手続をする。

３ 前２項の手続が終わったときはその旨を、逮捕、差押え、捜索、検証、記録命

令付差押え若しくは身体検査をすることができず、又は令状を執行することがで

きなかったときは逮捕状その他の令状を添付してその旨を、嘱託をした検察官の

属する検察庁に速やかに回答する。

第３章 事件の処理

第１節 通則

(事件処理の管理)

第５９条 検察官が事件の処理を終えたときは、事件担当事務官は、検察ｼｽﾃﾑによ

り当該処理に関する事項を管理する。

(処分通知)

第６０条 検察官が刑訴法第２６０条の規定により処分の通知をするときは、処分

通知書(様式第９７号)による。



第２節 起訴

(起訴状)

第６１条 検察官が公訴を提起し公判を請求するときは、起訴状(甲 )(様式第９８

号)による。

２ 前項の場合においては、別表に掲げる区別に従い、被告人となるべき者の身体

の拘束の有無及び拘束の種別等を起訴状に表示する。被告人となるべき者に対し

て接見等を禁止する決定がされているときは、附箋によりその旨を表示する。

(即決裁判手続の申立て等)

第６２条 検察官が公訴を提起し即決裁判手続を申し立てるときは、起訴状(即決)

(様式第９９号)による。

２ 起訴状(即決)には、即決裁判手続の告知手続書(様式第１００号)及び被告人と

なるべき者に弁護人があるときはその弁護人から提出された即決裁判手続に対す

る意見に係る書面を添付する。

３ 前条第２項前段の規定は、第１項の場合に準用する。

(起訴状逓付票の作成)

第６３条 検察官が公訴を提起し公判を請求するときは、事件担当事務官は、起訴

状逓付票(様式第１０１号)を作成する。

(起訴通知)

第６４条 逮捕中又は勾留中の被疑者に対し、当該被疑事件について公訴を提起し

たときは、令状担当事務官は、起訴通知書(様式第１０２号)により速やかにその

旨をその者が収容されている刑事施設の長に通知する。この場合において、急速

を要するときは、あらかじめ適宜の方法によってその旨を通知しなければならな

い。

(勾留中の被疑者の管理)

第６５条 勾留中の被疑者に対して公訴を提起したときは、令状担当事務官は、検

察ｼｽﾃﾑにより被疑者の勾留に関する事項を管理する。

(証明資料提出書)

第６６条 検察官が刑訴規則第１６５条の３又は第１６６条の規定により裁判所に

差し出す証明資料には、証明資料提出書(様式第１０３号)を添付する。

(略式命令の請求等)

第６７条 検察官が公訴を提起し略式命令を請求するときは、起訴状(乙)(様式第１

０４号)による。

２ 前項の場合において、被告人となるべき者が身体を拘束され又は在庁している

ときは、その旨を起訴状に表示する。

３ 起訴状(乙)には科刑意見書(様式第１０５号)及び略式手続の告知手続書(様式第

１０６号)を添付する。

４ 第１項の場合において、被疑者が略式命令謄本又は刑訴規則第２９０条第２項



の規定による略式命令の謄本に代わるものの謄本の就業場所における送達につい

て異議がない旨を申し立てたときは、略式命令謄本等の就業場所における送達に

関する申述書(様式第１０７号)を徴し、これを裁判所に送付する。

５ 検察官が刑訴規則第２８９条第５項の規定により裁判所に差し出す資料には、

資料提出書(様式第１０７号の２)を添付する。

(略式命令請求逓付票の作成)

第６８条 検察官が公訴を提起し略式命令を請求するときは、事件担当事務官は、

略式命令請求逓付票(様式第１０８号)を作成する。

(交通事件即決裁判の請求等)

第６９条 検察官が公訴を提起し交通事件即決裁判を請求するときは、起訴状(丙)

(様式第１０９号)による。

(交通事件即決裁判請求逓付票の作成)

第７０条 検察官が公訴を提起し交通事件即決裁判を請求するときは、事件担当事

務官は、交通事件即決裁判請求逓付票(様式第１１０号)を作成する。

(正式裁判の請求)

第７１条 検察官が略式命令又は交通事件即決裁判に対して正式裁判を請求すると

きは、正式裁判請求書(様式第１１１号)による。

(第三者所有物の没収に関する告知)

第７２条 検察官は、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置

法(昭和３８年法律第１３８号。以下「応急措置法」という。)第２条第１項の規

定による告知をする場合には、告知書(様式第１１２号)を交付して行う。この場

合には、告知・公告手続書(様式第１１３号)を作成する。

２ 前項の告知書を交付したときは、告知請書(様式第１１４号)を徴さなければな

らない。この場合において、告知書を郵送して交付したときは、当該郵便物の配

達証明書をもって、これに代えることができる。

(公告)

第７３条 検察官は、応急措置法第２条第２項の規定による公告をするときは、刑

事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定

による公告の方法を定める政令(平成２４年政令第１５５号)に基づき公告の方法

を指定した上、告知・公告手続書を作成し、これを公判担当事務官(公判遂行に

関する事務その他これに付随する事項を所管し、又は分担する検察事務官をい

う。以下同じ。)に交付して公告すべき旨を命ずる。

２ 前項の命令を受けた公判担当事務官は、第三者所有物の没収に関する公告(様式

第１１５号)を作成してこれを検察庁の掲示場に掲示する。この場合において、

官報による公告を併せて行うときは当該第三者所有物の没収に関する公告の写し

２部を法務省大臣官房に送付して官報に掲載する手続を依頼し、新聞紙による公

告を併せて行うときは検察官が指定した新聞紙に掲載する手続をする。



３ 公告手続が終わったときは、公判担当事務官は、告知・公告手続書に所定の事

項を記入してこれを検察官に返還する。

(告知・公告証明書)

第７４条 検察官が応急措置法第２条第３項の規定により告知又は公告をしたこと

を証明する書面を裁判所に提出するときは、告知・公告証明書(様式第１１６号)

による。

第３節 不起訴

(不起訴の裁定)

第７５条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式

第１１７号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致

しない処分に付するときも、同様とする。

２ 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。

(１) 被疑者死亡 被疑者が死亡したとき。

(２) 法人等消滅 被疑者である法人又は処罰の対象となるべき団体等が消滅した

とき。

(３) 裁判権なし 被疑事件が我が国の裁判管轄に属しないとき。

(４) 第１次裁判権なし・不行使 日本国とｱﾒﾘｶ合衆国との間の相互協力及び安全

保障条約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位

に関する協定(昭和３５年条約第７号)、日本国における国際連合の軍隊に対す

る刑事裁判権の行使に関する議定書(昭和２８年条約第２８号)、日本国におけ

る国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和２９年条約第１２号)、日本国の自

衛隊とｵｰｽﾄﾗﾘｱ国防軍との間における相互のｱｸｾｽ及び協力の円滑化に関する日

本国とｵｰｽﾄﾗﾘｱとの間の協定(令和５年条約第９号)若しくは日本国の自衛隊と

ｸﾞﾚｰﾄﾌﾞﾘﾃﾝ及び北ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ連合王国の軍隊との間における相互のｱｸｾｽ及び協力

の円滑化に関する日本国とｸﾞﾚｰﾄﾌﾞﾘﾃﾝ及び北ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ連合王国との間の協定(令

和５年条約第１１号)に基づき、我が国に第１次裁判権がないとき、又は前３

号若しくは次号から第２０号までのいずれかに該当する場合を除き我が国が第

１次裁判権を行使しないとき(第１次裁判権を放棄したときを含む。)。

(５) 親告罪の告訴・告発・請求の欠如・無効・取消し 親告罪又は告発若しくは

請求をまって論ずべき罪につき、告訴、告発若しくは請求がなかったとき、無

効であったとき又は取り消されたとき。

(６) 通告欠如 道路交通法(昭和３５年法律第１０５号)第１３０条の規定により

公訴を提起することができないとき、又は同条の規定により家庭裁判所の審判

に付することができないとき。

(７) 反則金納付済み 道路交通法第１２８条第２項の規定により公訴を提起する

ことができないとき又は同項(第１３０条の２第３項において準用する場合を

含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。



(８) 確定判決あり 同一事実につき既に既判力のある判決があるとき。

(９) 保護処分済み 同一事実につき既に少年法第２４条第１項又は第６４条第１

項の保護処分がなされているとき。

(１０) 起訴済み 同一事実につき既に公訴が提起されているとき(公訴の取消し

がなされている場合を含む。)。ただし、第８号に該当する場合を除く。

(１１) 刑の廃止 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。

(１２) 大赦 被疑事実が大赦に係る罪であるとき。

(１３) 時効完成 公訴の時効が完成したとき。

(１４) 刑事未成年 被疑者が犯罪時１４歳に満たないとき。

(１５) 心神喪失 被疑者が犯罪時心神喪失であったとき。

(１６) 罪とならず 被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき、又は犯罪の成

立を阻却する事由のあることが証拠上明確なとき。ただし、前２号に該当する

場合を除く。

(１７) 嫌疑なし 被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なと

き、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。

(１８) 嫌疑不十分 被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な

とき。

(１９) 刑の免除 被疑事実が明白な場合において、法律上刑が免除されるべき

とき。

(２０) 起訴猶予 被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境

遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。

(不起訴処分の告知)

第７６条 検察官が刑訴法第２５９条の規定による不起訴処分の告知を書面でする

ときは、不起訴処分告知書(様式第１１８号)による。

２ 検察官が刑訴法第２６１条の規定による不起訴理由の告知を書面でするとき

は、不起訴処分理由告知書(様式第１１９号)による。

(精神障害者等の通報)

第７７条 検察官は、被疑者について精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭

和２５年法律第１２３号)第２４条の規定により都道府県知事(地方自治法(昭和

２２年法律第６７号)第２５２条の１９第１項の指定都市にあっては、その市長)

に通報するとき、又は麻薬及び向精神薬取締法(昭和２８年法律第１４号)第５８

条の４の規定により都道府県知事に通報するときは、精神障害者等通報書(様式

第１２０号)による。

２ 検察官は、被疑者について、麻薬及び向精神薬取締法第５８条の８第１項に規

定する入院措置の必要があると認めるときは、あらかじめ都道府県知事に対しそ

の旨を通報する。

(保護申出手続の教示等)



第７８条 検察官は、被疑者を釈放する場合において、更生保護法第８６条第２項

前段に規定する更生緊急保護の制度及び申出の手続を教示する必要があると認め

るときは、更生緊急保護の申出手続に関する説明書(様式第１２１号)を示すなど

して行う。

２ 検察官は、前項の規定により教示をした者について、更生緊急保護の必要があ

ると認めるとき、又はその者が更生緊急保護を希望するときは、前項の説明書を

交付するとともに保護ｶｰﾄﾞ(様式第１２２号)に所定の事項を記入してその者に交

付する。

(反則者に係る事件記録の送付)

第７９条 検察官は、事件を通告欠如の裁定主文により不起訴処分に付したとき

は、事件記録送付書(様式第１２３号)に事件記録を添付して当該検察庁の所在地

を管轄する都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長に送付する。

(通告欠如事件記録送付簿への登載)

第８０条 検察官が前条の規定により事件記録を警視総監又は道府県警察本部長に

送付するときは、事件担当事務官は、通告欠如事件記録送付簿(様式第１２４号)

に所定の事項を登載する。

(訴訟費用の負担の請求)

第８１条 検察官が刑訴法第１８７条の２の規定による訴訟費用の負担の請求をす

るときは、訴訟費用負担請求書(様式第１２５号)による。この場合において、訴

訟費用負担請求書には、訴訟費用を負担すべき理由が存在することを認めるべき

資料及び負担すべき訴訟費用の額の算定に必要な資料を添付する。

２ 前項の場合において、負担すべき訴訟費用の額の算定に関し、総合法律支援法

(平成１６年法律第７４号)第３９条第４項の規定により日本司法支援ｾﾝﾀｰに対し

て必要な協力を求めるときは、訴訟費用額算定に関する協力依頼書(様式第１２

６号)による。

３ 検察官が第１項の請求をするときは、事件担当事務官は、訴訟費用負担請求処

理簿(様式第１２７号)に所定の事項を登載する。

第４節 中止

(中止の裁定)

第８２条 検察官は、事件を中止処分に付するときは、不起訴・中止裁定書により

その旨の裁定をする。この場合における裁定の主文は「中止」とする。

(中止事件の管理)

第８３条 検察官が事件を中止処分に付したときは、事件担当事務官は、検察ｼｽﾃﾑ

によりその旨を管理する。

２ 中止事由の解消のため捜査又はその指揮が行われたときはその経過及び結果

を、事件が再起されたときはその旨を、検察ｼｽﾃﾑによりそれぞれ管理する。

第５節 移送



(移送書)

第８４条 検察官が事件を他の検察庁の検察官に送致するときは、移送書(甲)又は

移送書(乙)に事件記録を添付して行う。

(移送事件の管理)

第８５条 検察官が事件を他の検察庁の検察官に送致するときは、事件担当事務官

は、検察ｼｽﾃﾑによりその旨を管理する。

(勾留中の被疑者の管理)

第８６条 検察官が被疑者の勾留されている事件(勾留執行停止中の場合及び被疑者

に対し少年法第１７条第１項第２号に掲げる措置がとられている場合を含む。)

を他の検察庁の検察官に送致するときは、令状担当事務官は、検察ｼｽﾃﾑにより被

疑者の勾留に関する事項を管理する。

第６節 少年事件の送致等

(送致書等)

第８７条 検察官が少年法第４２条第１項の規定により少年事件を家庭裁判所に送

致するときは、送致書(甲)(様式第１２８号)に事件記録を添付して行う。

２ 前項の場合において、当該事件が家庭裁判所から検察官に送致されたものであ

るときは、送致書(乙)(様式第１２９号)による。

３ 第１項の場合において、当該事件が司法警察員から少年事件簡易送致書によっ

て検察官に送致されたものであるときは、送致書(丙)(様式第１３０号)による。

４ 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像

に係る電磁的記録の消去等に関する法律による消去等の手続等に関する規則(令

和６年最高裁判所規則第１０号。以下「性的姿態撮影等処罰法規則」という。)

第２条第３項の規定による通知(家庭裁判所にする通知に限る。)を書面ですると

きは、性的姿態撮影等処罰法第１０条第１項第１号に掲げる物の該当性に関する

通知書(様式第１３０号の２)による。

(通告書)

第８８条 検察官が児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)第２５条の規定により

保護者のない刑事未成年者又は保護者に監護させることが不適当であると認める

刑事未成年者を福祉事務所又は児童相談所に通告するときは、通告書(様式第１

３１号)による。

(少年事件送致逓付票の作成)

第８９条 検察官が少年事件を家庭裁判所に送致するときは、事件担当事務官は、

少年事件送致逓付票(様式第１３２号)を作成する。

(少年の同行)

第９０条 検察官は、勾留されている少年の被疑事件を家庭裁判所に送致したとき

は、同行指揮書(甲)(様式第１３３号)により刑事施設の長に対して当該少年を家

庭裁判所に同行するよう指揮する。



２ 前項の規定により少年の同行の指揮をするときは、令状担当事務官は、検察ｼｽﾃ

ﾑによりその旨を管理する。

第４章 公判手続

第１節 通則

(公判事件の管理)

第９１条 公判請求、刑訴法第４６３条第１項、第２項若しくは交通事件即決裁判

手続法第６条第１項の手続、刑訴法第２６６条第２号の規定による付審判決定、

略式命令若しくは交通事件即決裁判に対する正式裁判の請求、裁判所による併

合、移送若しくは差戻しの裁判又は再審開始決定により事件が対応裁判所の公判

に係属したときは、公判担当事務官は、検察ｼｽﾃﾑによりその旨を管理する。

２ 公判経過において、裁判所係属部、弁護人その他公判事件について把握すべき

事項があったときは、検察ｼｽﾃﾑによりその旨を管理する。

(別事件係属中の被告人に関する通知)

第９２条 公判担当事務官は、被告人が他の検察庁に対応する裁判所に係属中の事

件の被告人であることを知ったときは、別事件通知書(様式第１３４号)により、

その裁判所に対して対応裁判所に係属している事件の起訴年月日及び被告人の身

体の拘束の状況等を通知する。通知をした後において拘禁上の異動、終局裁判の

宣告若しくは上訴の申立てがあったとき、又は裁判が確定したときも、同様とす

る。

２ 前項の別事件通知書は、通知する裁判所に対応する検察庁の検察官を経由して

送付する。

(未提出記録の受領手続)

第９３条 裁判所による併合、移送又は差戻しの裁判により事件が対応裁判所の公

判に係属した場合において、裁判所未提出記録の送付を受けた際、証拠品のある

ときはこれを裁判所未提出記録と共に証拠品担当事務官に送付する。

２ 第１１０条の規定による裁判所未提出記録の送付を受けたときは、公判担当事

務官は、送付した検察官の属する検察庁の公判担当事務官にその旨を通知する。

第２節 勾引及び被告人の勾留

(被疑者の勾留等に関する規定の準用)

第９４条 第２２条の規定は勾引状又は被告人の勾留状若しくは鑑定留置状の執行

の嘱託について、第２４条第１項及び第２項の規定は被告人の勾留状及び勾留状

に代わるものの交付について、第２５条の規定は勾引状又は勾留状の執行を受け

た被告人の仮留置について、第２８条の規定は被告人と刑訴法第３９条第１項に

規定する者以外の者との接見等禁止決定の請求及び接見等禁止決定の取消請求に

ついて、第３０条第４項及び第７項から第１１項までの規定は被告人の鑑定留置

について、第３３条の規定は同条中「裁判官」とあるのを「裁判長又は裁判官」

と読み替えて被告人の移送について、第３４条の規定は同条中「裁判官」とある



のを「裁判長又は裁判官」と読み替えて被告人の移送指揮の嘱託について、第３

５条の規定は被告人の移送について、第３６条の規定は公判手続上の必要による

受刑者の移送について、第３８条の規定は刑訴法第２８０条第２項に規定する裁

判による被告人の釈放について、第３９条第１項の規定は保釈許可決定、勾留の

取消決定又は勾留の執行停止決定による被告人の釈放について、第４０条の規定

は被告人の観護の措置の取消請求について、第４１条の規定は被告人の勾留の執

行停止の申立てについて、第４３条の規定は被告人の釈放指揮の嘱託について、

第４５条の規定は被告人の保釈又は勾留執行停止の取消しの請求について、第４

６条の規定は保釈若しくは勾留執行停止の取消し又は勾留執行停止期間の満了に

よる被告人の収容について、第４７条の規定は被告人の収容指揮の嘱託につい

第４９条の２の規定は被告人の保釈又は勾留執行停止をする場合においてて、

第５８条の規定は勾引状の選任された監督者の解任を請求する場合について、

執行、被告人の勾留状若しくは鑑定留置状の執行又は被告人の移送指揮、釈放指

揮若しくは収容指揮の嘱託を受けた場合について、それぞれ準用する。

(勾引状等の交付)

第９５条 勾引状が発せられたときは、令状担当事務官は、勾引状交付簿(様式第１

３５号)に所定の事項を登載し、勾引状に検察官の指揮印を受けて執行すべき者

に交付する。刑訴法以外の法令において刑訴法の勾引に関する規定を準用する勾

引又は引致につき、勾引状又は引致状が発せられたときも、同様とする。

２ 前項の場合において、刑訴法第２７１条の８第１項第２号の規定による勾引状

に代わるものの交付があったときは、令状担当事務官は、前項の勾引状の交付と

同時に、勾引状に代わるものを執行すべき者に交付する。

(勾引状の執行を受けた証人の仮留置)

第９６条 勾引状の執行を受けた証人を護送する場合において、一時最寄りの警察

署その他の適当な場所に留置するときは、その場所の管理者に対し勾引状を示し

てその留置を求める。

(鑑定留置による釈放の通知)

第９７条 刑事施設に勾留中の被告人について鑑定留置のため釈放を指揮したとき

は、令状担当事務官は、鑑定留置による釈放通知書(様式第１３６号)により裁判

所に通知する。この場合において、鑑定留置状の執行を他の検察庁の検察官に嘱

託したときは、嘱託をした検察官の属する検察庁の令状担当事務官が通知する。

(勾留中の被告人の管理)

第９８条 次の場合には、令状担当事務官は、検察ｼｽﾃﾑにより勾留中の被告人に係

る事項を管理する。

(１) 被告人が勾留されたとき。

(２) 被告人が勾留されている事件(被告人が保釈又は勾留執行停止により釈放さ

れている場合を含む。)が併合、移送又は差戻しの裁判により対応裁判所に係



属したとき。

２ 勾留中の被告人について拘禁上の異動等が生じたときは、令状担当事務官は、

検察ｼｽﾃﾑによりその旨を管理する。

(勾留期間更新手続の適正等の確保)

第９９条 令状担当事務官は、常に裁判所と緊密な連絡を保ち、勾留期間更新の手

続が適正かつ円滑に行われるよう努めなければならない。

(勾留期間更新決定の執行)

第１００条 裁判所から勾留期間更新決定書の送付があったときは、令状担当事務

官は、検察官の指揮印を受け、被告人が収容されている刑事施設の長に送付す

る。

(勾留の取消しの請求)

第１０１条 検察官が被告人の勾留の取消しの請求をするときは、勾留取消請求書

(様式第１３７号)による。

(釈放の通知)

第１０２条 被告人を釈放したときは、令状担当事務官は、釈放通知書(丙)(様式第

１３８号)により裁判所に対してその旨を通知する。ただし、刑訴法第２８０条

第２項に規定する裁判により釈放した場合にはこの限りでない。

２ 保釈許可決定又は勾留執行停止決定により被告人を釈放したときは、令状担当

事務官は、保釈・勾留執行停止釈放通知書により被告人の帰住地を管轄する警察

署の長に対してその旨を通知する。

３ 第４４条第２項の規定は、前項の場合に準用する。

４ 第１項及び第２項の場合において、被告人の釈放が嘱託に基づいてなされたと

きは、嘱託をした検察官の属する検察庁の令状担当事務官が通知する。

(出頭命令)

第１０２条の２ 検察官が刑訴法第９８条の２又は第３４３条の２の規定による出

頭命令を書面でするときは、封をした出頭命令書(様式第１３８号の２)による。

(収容後の通知)

第１０３条 被告人を収容したときは、令状担当事務官は、収容通知書(様式第１３

９号)により裁判所に対してその旨を通知する。この場合において、その収容が

嘱託に基づいてなされたときは、嘱託をした検察官の属する検察庁の令状担当事

務官が通知する。

２ 第４８条の規定は、被告人を収容した場合に準用する。

第３節 管轄等

(関連事件の併合請求)

第１０４条 検察官が刑訴法第８条第１項に規定する関連事件の併合の請求を書面

でするときは、関連事件併合請求書(甲)(様式第１４０号)による。

２ 各裁判所の併合決定が一致しないときは、検察官は、関連事件併合請求方連絡



書(様式第１４１号)により各裁判所に共通する直近上級の裁判所に対応する検察

庁の検察官に対して併合の請求を求める。

３ 前項の規定により併合の請求を求められた検察官が刑訴法第８条第２項に規定

する関連事件の併合を請求するときは、関連事件併合請求書(乙)(様式第１４２

号)による。

(下級裁判所の審判請求)

第１０５条 検察官が刑訴法第１０条第２項に規定する下級裁判所の審判の請求を

書面でするときは、下級裁判所の審判請求書(様式第１４３号)による。

(後に公訴を受けた裁判所の審判請求)

第１０６条 同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属する場合におい

て、検察官は、後に公訴を受けた裁判所による審判が適当と認めるときは、後に

公訴を受けた裁判所の審判請求方連絡書(様式第１４４号)により各裁判所に共通

する直近上級の裁判所に対応する検察庁の検察官に対して後に公訴を受けた裁判

所による審判の請求を求める。

２ 前項の規定により後に公訴を受けた裁判所による審判の請求を求められた検察

官が刑訴法第１１条第２項に規定するその旨の請求をするときは、後に公訴を受

けた裁判所の審判請求書(様式第１４５号)による。

(管轄指定の請求)

第１０７条 刑訴法第１５条各号に掲げる事由があるときは、検察官は、管轄指定

請求方連絡書(様式第１４６号)により関係のある第一審裁判所に共通する直近上

級の裁判所に対応する検察庁の検察官に対して管轄指定の請求を求める。

２ 前項の規定により管轄指定の請求を求められた検察官が刑訴法第１５条の規定

によるその旨の請求をするときは、管轄指定請求書(様式第１４７号)による。

３ 検察官は、前項の請求をしたときは、管轄指定・移転請求通知書(様式第１４８

号)により当該事件の係属する裁判所に対してその旨を通知する。

４ 刑訴法第１６条に規定する事由があるときは、検察官は、管轄指定請求方連絡

書により検事総長に対して管轄指定の請求を求める。

(管轄移転の請求)

第１０８条 刑訴法第１７条第１項各号に掲げる事由があるときは、検察官は、管

轄移転請求方連絡書(様式第１４９号)により当該裁判所の直近上級の裁判所に対

応する検察庁の検察官に対して管轄移転の請求を求める。

２ 前項の規定により管轄移転の請求を求められた検察官が刑訴法第１７条第１項

の規定によるその旨の請求をするときは、管轄移転請求書(様式第１５０号)によ

る。

３ 検察官は、前項の請求をしたときは、管轄指定・移転請求通知書により当該事

件の係属する裁判所に対してその旨を通知し、かつ、管轄移転請求書謄本交付書

(様式第１５１号)に管轄移転請求書謄本を添付して被告人に交付する。



(管轄事件の移送請求)

第１０９条 検察官が刑訴法第１９条第１項の規定による管轄事件の移送の請求を

書面でするときは、管轄事件移送請求書(様式第１５２号)による。

(併合、移送決定による未提出記録等の送付)

第１１０条 事件が併合又は移送の決定により対応裁判所以外の裁判所に係属した

ときは、検察官は、未提出記録送付書(様式第１５３号)に裁判所未提出記録を添

付して新たに事件が係属した裁判所に対応する検察庁の検察官に送付する。

２ 被告人が勾留されている事件(保釈中及び勾留執行停止中の場合を含む。)が併

合又は移送の決定により対応裁判所以外の裁判所に係属したときは、令状担当事

務官は、検察ｼｽﾃﾑによりその旨を管理する。

(特別代理人の選任請求)

第１１１条 検察官が刑訴法第２９条第１項に規定する特別代理人の選任を請求す

るときは、特別代理人選任請求書(様式第１５４号)による。

(忌避の申立て)

第１１２条 検察官が刑訴法第２１条第１項又は第２６条第１項の規定による忌避

の申立てを書面でするときは、忌避申立書(様式第１５５号)による。

第４節 公判期日

(公判期日の管理)

第１１３条 検察官はその公判立会を担当する事件について、公判担当事務官は対

応する裁判所に公判の係属する全ての事件について、それぞれ、検察ｼｽﾃﾑによ

り、指定された公判期日を常に管理しておかなければならない。

(公判期日の変更請求)

第１１４条 検察官が刑訴法第２７６条第１項に規定する公判期日の変更の請求を

書面でするときは、公判期日変更請求書(様式第１５６号)による。

(公判期日変更に対する不服申立て)

第１１５条 検察官が刑訴法第２７７条及び刑訴規則第１８２条第２項の規定によ

り公判期日の変更に対して不服の申立てをするときは、公判期日変更に対する不

服申立書(様式第１５７号)による。

第５節 証拠調べ等

(証拠調べの請求)

第１１６条 検察官が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求する場合にお

いて、刑訴規則第１８８条の２第１項の規定によりその氏名及び住居を記載した

書面を差し出すとき、又は証拠書類その他の書面の取調べを請求する場合におい

て、刑訴規則第１８８条の２第２項の規定によりその標目を記載した書面を差し

出すときは、証拠等関係ｶｰﾄﾞ(様式第１５８号)による。証拠物の取調べを請求す

る場合において、その標目を記載した書面を差し出すときも、同様とする。

２ 前項の請求を書面でするときは、証人等尋問請求書(様式第１５９号)又は証拠



調べ請求書(様式第１６０号)に証拠等関係ｶｰﾄﾞを添付して行う。

(尋問事項書)

第１１７条 検察官が刑訴規則第１０６条第１項又は第２項の規定により尋問事項

等を記載した書面を差し出すときは、尋問事項書(様式第１６１号)による。

(刑事免責請求)

第１１７条の２ 検察官が刑訴法第１５７条の２第１項又は第１５７条の３第１項

の規定による請求を書面でするときは、刑事免責請求書(様式第１６１号の２)に

よる。

(付加尋問の請求)

第１１８条 検察官が刑訴法第１５８条第３項の規定による付加尋問の請求を書面

でするときは、付加尋問請求書(様式第１６２号)による。

(公務所等への照会の請求)

第１１９条 検察官が刑訴法第２７９条の規定により公務所等への照会の請求を書

面でするときは、照会請求書(様式第１６３号)による。

(意見陳述の申出に関する通知)

第１２０条 検察官が刑訴法第２９２条の２第２項の規定により意見陳述の申出に

ついて書面で意見を付して通知するときは、意見陳述の申出に関する通知書(様

式第１６４号)による。

(被害者特定事項の秘匿の申出に関する通知)

第１２１条 検察官が刑訴法第２９０条の２第２項の規定により被害者特定事項の

秘匿の申出について書面で意見を付して通知するときは、被害者特定事項の秘匿

の申出に関する通知書(様式第１６５号)による。

(証人等の氏名等の開示に係る措置に関する通知)

第１２１条の２ 検察官が刑訴法第２９９条の４第１１項の規定による証人等の氏

名等の開示に係る措置に関する通知をするときは、証人等の氏名等の開示に係る

措置に関する通知書(様式第１６５号の２)による。

(閲覧の対象から除外することに弁護人に異議がなかった部分の通知等)

第１２１条の３ 検察官が刑訴規則第２０７条の２第２項の規定による通知を書面

でするときは、非開示個人特定事項・条件付き開示個人特定事項通知書(様式第

１６５号の３)による。

(検察官が保管する物の提出に関する通知)

第１２１条の４ 第８７条第４項の規定は、性的姿態撮影等処罰法規則第２条各項

の規定による通知(刑事被告事件の係属する裁判所にする通知に限る。)を書面で

する場合について準用する。

(押収物の領置に関する通知)

第１２１条の５ 性的姿態撮影等処罰法規則第３条の規定による通知(刑事被告事件

の係属する裁判所にする通知に限る。)を書面でするときは、性的姿態撮影等処



罰法に基づく領置等通知書(様式第１６５号の４)による。

(同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧及び謄写の申出に関する通知)

第１２２条 検察官は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付

随する措置に関する法律 (平成１２年法律第７５号。以下「犯罪被害者等保護

法」という。)第４条第１項に規定する者から、当該被告事件の公判記録の閲覧

又は謄写の申出がなされたときは、申出書の提出を受ける。この場合において、

申出をしようとする者が自ら申出書を作ることができないときは、検察官又は検

察事務官が、これを代書する。

２ 前項の申出を受けた検察官が犯罪被害者等保護法第４条第３項の規定により意

見を付して通知するときは、同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧・謄写の

申出に関する通知書(様式第１６６号)による。

(被害者参加の申出に関する通知)

第１２３条 検察官が刑訴法第３１６条の３３第２項の規定により被害者参加の申

出について書面で意見を付して通知するときは、被害者参加の申出に関する通知

書(様式第１６７号)による。

(証拠調べに関する異議申立て)

第１２４条 検察官が刑訴法第３０９条第１項の規定による証拠調べに関する異議

の申立てを書面でするときは、証拠調べに関する異議申立書(様式第１６８号)に

よる。

(裁判長の処分に対する異議申立て)

第１２５条 検察官が刑訴法第３０９条第２項の規定による裁判長の処分に対する

異議申立てを書面でするときは、裁判長の処分に対する異議申立書(様式第１６

９号)による。

(供述の要旨の正確性についての異議申立て)

第１２６条 検察官が刑訴法第５０条第１項の規定による証人の供述の要旨の正確

性についての異議申立てを書面でするときは、供述の要旨の正確性についての異

議申立書(様式第１７０号)による。

(公判調書の記載についての異議申立て)

第１２７条 検察官が刑訴法第５１条第１項の規定による公判調書の記載の正確性

についての異議申立てを書面でするときは、公判調書の記載についての異議申立

書(様式第１７１号)による。

(差押状等の発付後の手続)

第１２８条 刑訴法第１０６条の規定により差押状、記録命令付差押状又は捜索状

が発せられたときは、令状担当事務官は、令状請求処理簿に所定の事項を登載

し、令状に検察官の指揮印を受けて、執行すべき者に交付する。

２ 第１３条第２項、第５１条第１項、第５２条及び第５３条の規定は検察事務官

が差押状、記録命令付差押状又は捜索状を執行した場合について、第２２条及び



第５８条の規定は差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行の嘱託について、

それぞれ準用する。

(訴因・罰条の追加等の請求)

第１２９条 検察官が刑訴法第３１２条第１項に規定する訴因又は罰条の追加、撤

回又は変更の請求を書面でするときは、訴因・罰条の追加・撤回・変更請求書

(様式第１７２号)による。

(弁論の分離等の請求)

第１３０条 検察官が刑訴法第３１３条に規定する弁論の分離又は併合の請求を書

面でするときは、弁論の分離・併合請求書(様式第１７３号)による。終結した弁

論の再開の請求を書面でするときは、弁論再開請求書(様式第１７４号)による。

(公判前整理手続等の請求)

第１３０条の２ 検察官が刑訴法第３１６条の２第１項の規定による公判前整理手

続に付することの請求又は刑訴法第３１６条の２８第１項の規定による期日間整

理手続に付することの請求を書面でするときは、公判前・期日間整理手続請求書

(様式第１７４号の２)による。

(仮納付裁判の請求)

第１３１条 検察官が刑訴法第３４８条第１項に規定する仮納付裁判の請求を書面

でするときは、仮納付裁判請求書(様式第１７５号)による。

第６節 不正競争防止法第２３条第１項に規定する事件に係る証拠調べ等

の特例

(被害者等による営業秘密の秘匿の申出に関する通知)

第１３２条 検察官が不正競争防止法(平成５年法律第４７号。以下「不競法」とい

う。)第２３条第２項の規定による被害者等による営業秘密の秘匿の申出につい

ての通知を書面でするときは、営業秘密の秘匿の申出に関する通知書(様式第１

７６号)による。

(営業秘密の秘匿の申出)

第１３３条 検察官が不競法第２３条第３項の規定による営業秘密の秘匿の申出を

書面でするときは、営業秘密の秘匿の申出書(様式第１７７号)による。

(営業秘密構成情報特定事項に関する通知)

第１３４条 検察官が不正競争防止法第２３条第１項に規定する事件に係る刑事訴

訟手続の特例に関する規則 (平成２３年最高裁判所規則第４号。以下「特例規

則」という。)第４条の規定による営業秘密構成情報特定事項に関する通知を書

面でするときは、営業秘密構成情報特定事項に関する通知書(様式第１７８号)に

よる。

(呼称等に関する事項書)

第１３５条 検察官が特例規則第５条の呼称等の決定についての書面を提出すると

きは、呼称等に関する事項書(様式第１７９号)による。



(尋問等事項要領書の提示)

第１３６条 検察官が不競法第２７条の尋問事項等を記載した書面を提示するとき

は、尋問等事項要領書(様式第１８０号)による。

(質問事項書)

第１３７条 検察官が特例規則第８条において準用する刑訴規則第１０６条第１項

の質問事項を記載した書面を差し出すときは、質問事項書(様式第１８１号)によ

る。

(付加質問の請求)

第１３８条 検察官が不競法第２６条第２項において準用する刑訴法第１５８条第

３項の規定による付加質問の請求を書面でするときは、付加質問請求書(様式第

１８２号)による。

第７節 裁判

(裁判結果の通知)

第１３９条 終局裁判の宣告があったときは、公判立会検察官は、直ちに裁判結果

票(甲)(様式第１８３号)に裁判要旨その他所定の事項を記入し、速やかに公判担

当事務官に送付する。

２ 前項の規定により裁判結果票の送付を受けたとき、又は決定による終局裁判の

告知があったときは、公判担当事務官は、検察ｼｽﾃﾑにより裁判結果に関する事項

を管理するとともに、その裁判結果を速やかに執行担当事務官(執行事務規程(平

成２５年法務省刑総訓第２号大臣訓令 )第３条に規定する執行担当事務官をい

う。)に通知する。

(判決宣告による被告人の収容)

第１４０条 刑訴法第３４３条において準用する刑訴法第９８条の規定により被告

人を収容するときは、検察官は、収容指揮書(甲)により検察事務官、司法警察職

員又は刑事施設職員及び刑事施設の長に対して収容を指揮する。

２ 前項の収容指揮書には、刑訴規則第９２条の２に定める勾留状の謄本又は勾留

状に代わるものを添付する。

３ 第４６条第３項の規定は、第１項に規定する場合に準用する。

(収容の準備)

第１４１条 刑訴法第３４３条の規定に基づく刑事施設への収容を必要と認め、か

つ、被告人が逃亡するおそれがあると認めるときは、公判立会検察官は、あらか

じめ検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員に連絡するなどの方法により適

切な収容がなされるよう留意しなければならない。

(釈放者不収容通知)

第１４２条 禁錮以上の刑に処する判決の宣告により保釈又は勾留執行停止が効力

を失った場合において、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定があったため被告

人を収容しなかったときは、令状担当事務官は、釈放者不収容通知書(様式第１



８４号)により裁判所に対してその旨を通知する。

(勾留状の失効による釈放通知)

第１４３条 刑訴法第３４５条の規定により被告人が釈放されたときは、検察官

は、直ちに釈放通知書(丁)(様式第１８５号)によりその者が収容されていた刑事

施設の長に対してその旨を通知する。

(少年の同行)

第１４４条 勾留中の少年の被告事件を少年法第５５条の規定により家庭裁判所に

移送する決定があったときは、検察官は、同行指揮書(乙)(様式第１８６号)によ

り刑事施設の長に対して当該少年を家庭裁判所に同行するよう指揮するととも

に、同行通知書(様式第１８７号)によりその旨を家庭裁判所に通知する。

(勾留状の失効通知等)

第１４５条 保釈中又は勾留執行停止中の被告人について、刑訴法第３４５条の裁

判の告知があったときは、令状担当事務官は、勾留状失効通知書(様式第１８８

号)により被告人の住居地を管轄する警察署の長に対して勾留状が失効した旨を

通知する。保釈中又は勾留執行停止中の少年の被告事件について、少年法第５５

条の決定があったときは、少年事件移送通知書(様式第１８９号)によりその旨を

通知する。

(保護観察の判決通知)

第１４６条 刑法(明治４０年法律第４５号)第２５条の２第１項の規定により保護

観察に付する旨の判決の宣告があった場合において、更生保護法第８３条に規定

する生活環境の調整の必要があると認められるときは、公判担当事務官は、直ち

に最寄りの保護観察所の長に対してその旨を通知する。

(精神障害者等の通報)

第１４７条 第７７条の規定は、被告人に関する精神障害者等の通報について準用

する。

(保護申出手続の教示等)

第１４８条 第７８条の規定は、懲役又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の判決の

宣告を受けた者及び罰金又は科料の宣告若しくは略式命令を受けた者に対する保

護申出手続の教示等について準用する。

第５章 上訴

(上訴の放棄)

第１４９条 検察官が刑訴法第３５９条の規定により上訴の放棄をするときは、上

訴放棄申立書(様式第１９０号)による。

(上訴権回復の請求)

第１５０条 検察官が刑訴法第３６２条の規定により上訴権回復の請求をするとき

は、上訴権回復請求書(様式第１９１号)による。

(控訴の申立て)



第１５１条 検察官が刑訴法第３７２条の規定により控訴の申立てをするときは、

控訴申立書(様式第１９２号)による。

(上訴等に関する事項の管理)

第１５２条 検察官又は被告人等が上訴の放棄又は控訴の申立てをしたときは、公

判担当事務官は、検察ｼｽﾃﾑによりその旨を管理する。

２ 控訴申立てのあった事件について、控訴の取下げがあったとき、その他公判事

件について把握すべき事項があったときは、検察ｼｽﾃﾑによりその旨を管理する。

(判決謄本等の送付)

第１５３条 事件が控訴申立てにより高等裁判所に係属したときは、公判担当事務

官は、第一審判決謄本又は第一審判決抄本及び前科調書を速やかに高等検察庁の

事件担当事務官に送付する。この場合においては、公判担当事務官は、速やかに

その旨を高等検察庁の事件担当事務官に通知する。

２ 前項の場合において、被告人が勾留中(保釈中及び勾留執行停止中の場合を含

む。)であるときは、令状担当事務官は、検察ｼｽﾃﾑによりその旨を管理する。

(上訴申立ての通知)

第１５４条 弁護人等が上訴の申立てをした旨の通知を受けた場合において、被告

人が勾留中であるときは、公判担当事務官は、上訴申立通知書(様式第１９３号)

によりその者が収容されている刑事施設の長に対してその旨を通知する。

(控訴趣意書等)

第１５５条 検察官が刑訴法第３７６条第１項の規定により差し出す控訴趣意書

は、控訴趣意書(様式第１９４号)による。

２ 刑訴法第３７６条第２項の規定により保証書を添付する場合には、保証書(様式

第１９５号)による。

(跳躍上告)

第１５６条 第１５２条、第１５３条、第１８０条及び第１８３条の規定は、検察

官が刑訴規則第２５４条の規定により上告の申立てをする場合に準用する。

(抗告)

第１５７条 検察官が抗告の申立てをするときは、抗告申立書(様式第１９６号)に

よる。

(準抗告)

第１５８条 検察官が刑訴法第４２９条の規定により裁判官のした裁判の取消しを

請求するときは、裁判の取消請求書(様式第１９７号)による。裁判の変更を請求

するときは、裁判の変更請求書(様式第１９８号)による。

２ 勾留請求を却下する裁判を不当としてその取消しを請求するときは、準抗告

「及び裁判の執行停止」申立書(甲)(様式第１９９号)による。保釈若しくは勾留

執行停止の決定を不当としてその取消し又は変更を請求するときは、準抗告「及

び裁判の執行停止」申立書(乙)(様式第２００号)による。



３ 刑訴法第２０７条の３第１項の裁判を不当としてその取消し又は変更を請求す

るときは、準抗告及び裁判の執行停止申立書(丙)(様式第２００号の２)による。

(特別抗告)

第１５９条 検察官が刑訴法第４３３条第１項の規定により特別抗告の申立てをす

るときは、特別抗告申立書(様式第２０１号)による。

第６章 再審

(再審の請求)

第１６０条 検察官が刑訴法第４３５条又は第４３６条第１項の規定により再審の

請求をするときは、再審請求書(様式第２０２号)による。

(再審請求の管理等)

第１６１条 検察官が再審の請求をしたとき、又は刑訴法第４３９条第１項第２号

から第４号までに掲げる者が再審の請求をした旨の通知があったときは、公判担

当事務官は、検察ｼｽﾃﾑによりその旨を管理する。

２ 再審請求に対する裁判があったとき、再審請求棄却の裁判又は再審開始の裁判

が確定したとき、その他再審請求事件に関する事項があったときは、公判担当事

務官は、検察ｼｽﾃﾑにより再審請求事件に関する事項を管理する。

３ 検察官が再審の請求をしたとき、又は裁判所から再審の請求があった旨の通知

を受けたときは、公判担当事務官は、その都度原判決に係る被告事件の証拠品を

保管する検察官の属する検察庁の証拠品担当事務官及び刑事確定訴訟記録を保管

し、又は保存する検察官の属する検察庁の記録担当事務官(記録事務規程(平成２

５年法務省刑総訓第６号大臣訓令)第３条第１項に規定する記録担当事務官をい

う。)に対してその旨を速やかに通知する。再審請求事件が終結したときも、同

様とする。

４ 前項の場合において、原判決に係る被告事件の証拠品を他の検察庁の検察官が

保管し、又は刑事確定訴訟記録を他の検察庁の検察官が保管し、若しくは保存し

ているときは、再審請求事件に関する通知書(様式第２０３号)により通知する。

第７章 少年審判手続等

(検察官が保管する物の提出に関する通知)

第１６１条の２ 第８７条第４項の規定は、性的姿態撮影等処罰法規則第２条第１

項又は第２項の規定による通知(家庭裁判所にする通知に限る。)を書面でする場

合について準用する。

(押収物の領置に関する通知)

第１６１条の３ 第１２１条の５の規定は、性的姿態撮影等処罰法規則第３条の規

定による通知(家庭裁判所にする通知に限る。)を書面でする場合について準用す

る。

(検察官関与の申出)

第１６２条 検察官が少年事件を家庭裁判所に送致する場合において、少年法第２



２条の２第２項に規定する検察官関与の申出をするときは、送致書(甲)又は送致

書(乙)の該当欄にその旨を記入して行う。少年事件を家庭裁判所に送致した後、

検察官関与の申出をするときは、検察官関与に関する申出書(様式第２０４号)に

よる。

(証拠調べの申出)

第１６３条 検察官が少年審判規則第３０条の７の規定による証人尋問、鑑定、検

証その他の証拠調べの申出を書面でするときは、証拠調べに関する申出書(様式

第２０５号)による。

(抗告受理の申立て)

第１６４条 検察官が少年法第３２条の４第１項の規定により抗告受理の申立てを

するときは、抗告受理申立書(様式第２０６号)による。

(抗告受理申立て等の通知)

第１６５条 検察官が抗告受理の申立てをしたとき、又は少年審判規則第４６条の

２の規定による抗告の通知を受けたときは、事件担当事務官は、抗告受理申立等

通知書(様式第２０７号)により高等検察庁の事件担当事務官に対してその旨を速

やかに通知する。

(保護処分の取消しの申立て等)

第１６６条 検察官が保護処分の継続中又はその処分が終了した後、保護処分の取

消しを求めるときは、保護処分取消申立書(様式第２０８号)による。

２ 第１６２条後段の規定は、保護処分の取消しの事件の手続における検察官関与

の申出について、第１６４条の規定は、同手続における保護処分の取消しに関す

る決定に対する抗告受理の申立てについて、それぞれ準用する。

第８章 準起訴手続

(審判請求処理簿への登載)

第１６７条 刑訴法第２６２条の規定による審判請求書の提出があったときは、事

件担当事務官は、審判請求処理簿(様式第２０９号)に所定の事項を登載し、各欄

所定の事項があった都度、これに記入する。

(審判請求書の送付等)

第１６８条 検察官は、前条の請求を理由がないものと認めるときは、送付書(様式

第２１０号)に審判請求書及び意見書(様式第２１１号)を添えて当該不起訴記録

及び証拠物とともに当該検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に送付する。

２ 請求を理由があるものと認めるときは、当該事件を再起し、公訴を提起する。

第９章 検察審査会の議決に対する手続

(検察審査会において起訴相当又は不起訴不当の議決があったときの処置)

第１６９条 検察審査会において検察審査会法(昭和２３年法律第１４７号。以下

「検審法」という。)第３９条の５第１項第１号の議決がなされ、検審法第４０

条の議決書の謄本の送付を受けたときは、検察官は、当該議決に係る事件を再起



する。

２ 検察審査会において検審法第３９条の５第１項第２号の議決がなされ、検審法

第４０条の議決書の謄本の送付を受けたときも、前項と同様とする。

３ 前２項の事件につき、検察官が検審法第４１条第３項の規定により検察審査会

に対して処分をした旨を通知するときは、検察審査会議決事件処分通知書(様式

第２１２号)による。

４ 第１項の事件につき、検察官が検審法第４１条の２第２項の規定により検察審

査会に対して延長を必要とする期間及びその理由を通知するときは、検察審査会

議決事件処分期間延長通知書(様式第２１３号)による。

(検察審査会において起訴議決があったときの処置)

第１７０条 検察審査会において検審法第４１条の６第１項の議決がなされ、検審

法第４０条の議決書の謄本の送付を受けたときは、検察官は、当該議決に係る事

件を再起する。

(検察審査会において建議又は勧告があったときの処置)

第１７１条 検察審査会において検審法第４２条第１項の建議又は勧告がなされ、

検事正が同条第２項の規定により検察審査会に対して当該建議又は勧告に基づい

てとった措置の有無及びその内容を通知するときは、検察審査会建議・勧告に対

する措置結果通知書(様式第２１４号)による。

第１０章 特別取扱い

(地方検察庁における特別取扱い)

第１７２条 検事正は、その庁(地方検察庁及びその管轄区域内にある区検察庁をい

う。以下次条において同じ。)において、事件事務について、特に必要があると

きは、法務大臣の許可を得て、特別の取扱いをさせることができる。

２ 検事正は、前項の許可を得て特別の取扱いを実施したときは、直接法務大臣に

対し、その旨を報告するとともに、検事総長及び検事長に同文の報告をしなけれ

ばならない。

第３編 高等検察庁における手続

第１章 被疑事件

(地方検察庁等における手続の準用)

第１７３条 高等検察庁における被疑事件の受理、捜査及び処理については、第２

編第１章から第３章までの規定を準用する。

第２章 公判手続

(控訴事件の管理)

第１７４条 対応裁判所から訴訟記録到達の通知があったときは、事件担当事務官

は、控訴に係る事件を検察ｼｽﾃﾑにより管理する。起訴又は裁判所による併合、移

送、差戻し若しくは再審開始の決定により事件が対応裁判所に係属したときは、

検察ｼｽﾃﾑによりその旨を管理する。



２ 控訴に係る事件の公判経過において、裁判所係属部、弁護人その他公判事件に

ついて把握すべき事項があったときは、その都度、検察ｼｽﾃﾑによりその旨を管理

する。

(答弁書)

第１７５条 検察官が刑訴規則第２４３条の規定により答弁書を差し出すときは、

答弁書(様式第２１５号)による。

(事実の取調べの請求)

第１７６条 検察官が刑訴法第３９３条第１項の規定による事実の取調べの請求を

書面でするときは、事実の取調べ請求書(様式第２１６号)による。

(控訴事件の被告人の収容)

第１７７条 控訴に係る事件について、第１回公判期日の指定後判決の宣告までに

刑訴法第９８条(刑訴法第３４３条において準用する場合を含む。)の規定により

被告人を刑事施設に収容するときは、同事件が係属している高等裁判所の所在地

の刑事施設に直接収容する。

(裁判結果の通知)

第１７８条 控訴に係る事件につき終局裁判がなされたとき、又は控訴が取り下げ

られたときは、事件担当事務官は、第一審裁判所に対応する検察庁の公判担当事

務官に対して裁判結果を通知する。

(地方検察庁等における手続の準用)

第１７９条 高等検察庁における公判関係事務手続については、第１７４条から前

条までの規定によるほか、第２編第４章の規定を準用する。この場合において、

第９４条において準用する場合における第３３条中「移送指揮書(甲)(様式第５

７号)」とあるのは控訴に係る事件については「移送指揮書(乙 )(様式第２１７

号)」と、第９８条第１項第２号中「併合、移送又は差戻しの裁判」とあるのは

「控訴の申立て又は併合、移送若しくは差戻しの裁判」と、第１１０条第１項及

び第２項中「併合又は移送の決定」とあるのは「併合、移送又は差戻しの裁判」

と、第１３９条第１項中「裁判結果票(甲)(様式第１８３号)」とあるのは控訴に

係る事件については「裁判結果票(乙)(様式第２１８号)」と、それぞれ読み替え

るものとする。

第３章 上訴

(上告の申立て)

第１８０条 検察官が刑訴法第４０５条の規定により上告の申立てをするときは、

上告申立書(様式第２１９号)による。

(事件受理の申立て)

第１８１条 検察官が刑訴規則第２５７条の規定により上告審として事件を受理す

べきことを申し立てるときは、事件受理申立書(様式第２２０号)による。

(事件受理申立理由書)



第１８２条 検察官が刑訴規則第２５８条の４の規定により差し出す理由書は、事

件受理申立理由書(様式第２２１号)による。

(上告趣意書)

第１８３条 検察官が刑訴法第４１４条において準用する同法第３７６条第１項の

規定により差し出す上告趣意書は、上告趣意書(様式第２２２号)による。

(上告結果の通知)

第１８４条 上告に係る事件につき最高検察庁の検察官から上告審における裁判結

果の通知を受けたときは、事件担当事務官は、第一審裁判所に対応する検察庁の

公判担当事務官に対してその結果を通知する。

(異議の申立て)

第１８５条 検察官が刑訴法第４２８条第２項の規定により高等裁判所の決定に対

して異議の申立てをするときは、異議申立書(様式第２２３号)による。

(地方検察庁等における手続の準用)

第１８６条 高等検察庁における上訴関係事務手続については、前５条の規定によ

るほか、第１４９条、第１５０条、第１５３条、第１５４条及び第１５９条の規

定を準用する。

第４章 再審

(地方検察庁等における手続の準用)

第１８７条 高等検察庁における再審関係事務手続については、第２編第６章の規

定を準用する。

第５章 少年審判手続

(抗告受理申立等結果の通知)

第１８８条 少年審判規則第４６条の３第７項の決定の告知を受けたとき、又は同

規則第４８条の規定による決定の通知を受けたときは、事件担当事務官は、抗告

受理申立等結果通知書(様式第２２４号)により家庭裁判所に対応する地方検察庁

の事件担当事務官に対して決定結果を通知する。

(再抗告結果の通知)

第１８９条 再抗告に係る少年事件につき最高検察庁の検察官から再抗告審におけ

る決定結果の通知を受けたときは、事件担当事務官は、抗告受理申立等結果通知

書により家庭裁判所に対応する地方検察庁の事件担当事務官に対してその結果を

通知する。

(地方検察庁における手続の準用)

第１９０条 高等検察庁における少年審判関係事務手続については、第２編第７章

の規定を準用する。

第６章 不服申立事件

(不服申立事件簿への登載)

第１９１条 地方検察庁又は区検察庁の検察官のした不起訴処分に対する不服の申



立てがあったときは、事件担当事務官は、不服申立事件簿(様式第２２５号)に所

定の事項を登載する。

２ 不服申立事件が処理されたときは、不服申立事件簿に所定の事項を記入し、前

項の不起訴処分をした検察官及び不服申立人に対して処理結果を通知する。

第４編 最高検察庁における手続

(検事総長による準則の制定)

第１９２条 最高検察庁における事件事務は、法務大臣の許可を得て検事総長が定

めるところによる。


